
申請・相談／お問い合わせ  奈井江町保健センター 電話６５-２１３１ 

 

医療保険が適用された生殖補助医療（特定不妊治療）に要した 
医療費等の自己負担額の一部を助成します。 
※高額療養制度または医療保険者からの附加給付等の対象となる場合は、 

それらの制度適用後の金額とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

★助成額 

 医療保険が適用された生殖補助医療に要した医療費（または調剤費）の自己負担額とし、高額

療養制度または加入している医療保険からの附加給付等の対象となる場合は、その制度の適用後

の自己負担額とし、助成額は１回の治療につき２０万円までを上限として助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

★申請に必要なもの 

(１) 奈井江町生殖補助医療費助成金交付申請書 

(２) 奈井江町生殖補助医療費助成事業受診等証明書 

(３) 生殖補助医療を実施した医療機関が発行した治療費及び手数料の領収書等（院外処方薬に

係る薬局の領収書含む）の写し 

(４) 夫婦それぞれの被保険者証等の写し 

(５) 高額療養費制度に基づく限度額適用認定証の写し（該当する場合） 

(６) 高額療養費制度に基づく支給決定通知書の写し（該当する場合） 

(７) 事実婚関係に関する申立書（事実婚関係の夫婦で住民登録情報により同一世帯か確認でき

ない場合） 

 

 

 

★対象：生殖補助医療を受けた夫婦で次のすべてに該当する方 

・治療開始時の妻の年齢が 43 歳未満である夫婦 

・夫婦のいずれもが奈井江町の住民であり、かつ助成金の交付申請をする日まで引き続き１年以

上居住している方 

・他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない又は、受ける見込みのない方 

・町税を滞納していない方 

・生活保護法による扶助を受けている世帯に属していない方 

★対象となる治療 

医療保険が適用される生殖補助医療（体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術） 

 


